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ニコチン依存症について、疾病であるとの位置付けが確立され
たことを踏まえ、ニコチン依存症と診断された患者のうち禁煙の
希望がある者に対する一定期間の禁煙指導について、新たに診
療報酬上の評価を行う。（４月１日より）

ニコチン依存症の管理に伴う場合、禁煙補助剤（ニコチンパッ
チ）を診療報酬の対象とする。（６月１日より）

ニコチン依存症管理料

ニコチン依存症管理料に関する施設基準

○「禁煙治療のための標準手順書」
※
に沿って外来で禁煙治療

○12週間にわたり計5回

○対象患者
・スクリーニングテストでニコチン依存症と診断
・1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じた数が200以上

・直ちに禁煙することを希望し、文書により同意している者

○禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること
○禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配

置していること
○呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること
○医療機関の敷地内が禁煙であること

※日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会により作成。

平成１８年度診療報酬改定におけるニコチン依存症管理料の新設

（１） 最近のたばこに関する状況(報告）

禁煙治療の保険適用について



平成１８年度「禁煙週間」の実施について

毎年５月３１日は、世界保健機関（ＷＨＯ）が定める「世界禁煙デー」であり、厚

生労働省では、平成４年から世界禁煙デーに始まる１週間を「禁煙週間」（５月３１

日～６月６日）と定めて、普及啓発を行っている。

厚生労働省としての本年の実施内容は以下の通りである。

１．禁煙週間のテーマ

「やめたい人を手助けする禁煙支援」

（参考）WHOのスローガン「たばこ：どんな形や装いでも命取り」

（Tobacco：Deadly any form or disguise）

趣旨：どんな形や装いのたばこであっても喫煙は様々な疾病の危険因子であり、

禁煙は生活習慣病予防の基本の一つである。

本年４月から、禁煙治療に対する保険適用が開始されるなど、禁煙を支援

する環境が整ってきていることから、平成１８年度においては、喫煙者に対

する禁煙支援を通じ、喫煙の危険性及び禁煙の重要性等についての普及啓発

を積極的に行うものである。

２．世界禁煙デー ５月３１日（水）

禁 煙 週 間 ５月３１日（水）～６月６日（火）

３．主要な実施事項

別添１○世界禁煙デー記念シンポジウムの開催・・・

「2006年世界禁煙デー記念シンポジウム」

(５月３１日(水) サイエンスホール：東京都千代田区北の丸公園２－１)

○厚生労働大臣メッセージの発表（記念シンポジウムにおいて発表）

○「世界禁煙デーへの協力について」閣議における厚生労働大臣発言

別添２○「禁煙週間」実施要綱の策定、周知・・・

・各省庁、地方自治体、関係団体及び厚生労働省内部部局等に対する通知の中

で、本実施要綱の周知を図るとともに「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」の

趣旨について理解と協力を求める。

別添３○本週間用ポスターの作成、配布、掲示・・・

・作成部数：５５，０００部

・配 布 先：各省庁、地方自治体、保健所、関係団体等

○厚生労働省ホームページ等による新規情報の提供

「たばこと健康に関する情報ページ」

http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html

４．本週間中における厚生労働省本庁舎における対応

○厚生労働省内職員へ向け省内放送で禁煙の呼びかけ（午前１０時の１回／日）

○健康相談室における禁煙相談の実施

○禁煙週間中における合同庁舎５号館内でのたばこの自動販売機の停止



２００６年世界禁煙デー記念シンポジウム

「やめたい人を手助けする禁煙支援」●テーマ

ＷＨＯのスローガン： たばこ：どんな形や装いでも命取り」「

（Tobacco：Deadly in any form or disguise）

●日時 平成１８年５月３１日（水）開場１２時３０分

●会場 サイエンスホール（東京都千代田区北の丸公園２－１）

●共催 厚生労働省 （社）日本医師会 （社）日本歯科医師会 （社）日本薬剤師会、、 、 、

（社）日本看護協会、たばこと健康問題NGO協議会＜がん研究振興財団、結核予防

会、健康・体力づくり事業財団、日本食生活協会、日本対がん協会、母子衛生研

究会、日本公衆衛生協会、日本心臓財団＞、

「喫煙と健康」ＷＨＯ指定研究協力センター

●後援 内閣府、警察庁、人事院、文部科学省、東京都

日本栄養士会、日本循環器管理研究協議会、日本学校保健会、

中央労働災害防止協会、日本禁煙推進医師歯科医師連盟 他

●目的 どのようなたばこであっても喫煙は様々な疾病の危険因子であり、禁煙は生活

習慣病予防の基本の一つである。

本年４月から、禁煙治療に対する保険適用が開始されるなど、禁煙を支援する

環境が整ってきていることから 「やめたい人を手助けする禁煙支援」をテーマ、

に、喫煙の危険性や、禁煙による効果等を認識し、禁煙及び受動喫煙防止対策の

重要性等についての普及啓発を積極的に行うこととするものである。

●対象 国民一般、行政・保健医療・教育関係者、その他

●プログラム

12:30-13:00 開場

厚生労働大臣（予定）13:00-13:10 開会挨拶

13:10-13:30 報告

「政府における主なたばこ対策」

○厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室

たばこ対策専門官 村重 直子

講演

13:30-13:55 「高齢者にしのびよるたばこ病 ＣＯＰＤ」

○和歌山県立医科大学教授 一ノ瀬 正和

13:55-14:20 「禁煙支援の輪を広げよう」

○大阪府立健康科学センター禁煙カウンセラー 増居 志津子

14:20-14:45 「禁煙治療の現場から」

○日本大学医学部総合健診センター医長  橋 敦彦

14:45-14:55 休憩

14:55-15:50 パネル討論「やめたい人を手助けする禁煙支援」

座 長：たばこと健康問題NGO協議会会長 島尾 忠男

パネリスト：和歌山県立医科大学教授 一ノ瀬 正和

大阪府立健康科学ｾﾝﾀｰ禁煙カウンセラー 増居 志津子

日本大学医学部総合健診センター医長  橋 敦彦

たばこと健康問題NGO協議会会長 島尾 忠男15:50-16:00 閉会挨拶



（別紙２）

平成１８年度「禁煙週間」実施要綱

１ 名 称

平成１８年度「禁煙週間」

２ 趣 旨

喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏

まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であり、生活習慣病を予

防する上で、たばこ対策は重要な課題になっている。

世界保健機関（ＷＨＯ）は、昭和４５年にたばこ対策に関する初めての世界保健

総会決議を行い、以来計１６回の決議を採択しているが、平成元年には５月３１日

を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指

した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始した。厚生労働省においても、平

成４年から世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」として定め、各種の施策を

講じてきたところである。

昨年２月には「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効し、我が国

も、たばこ対策の充実強化に向けた体制整備を行っており、本年４月から、禁煙治

療に対する保険適用が開始されるなど、禁煙を支援する環境が整いつつある。

このような状況の下、今年度の本週間においては、「やめたい人を手助けする禁

煙支援」をテーマに、喫煙の危険性や禁煙による効果等を認識し、禁煙及び受動喫

煙防止対策の重要性等についての普及啓発を積極的に行うこととするものである。

３ 禁煙週間のテーマ

「やめたい人を手助けする禁煙支援」

（参考）WHOのスローガン：「たばこ：どんな形や装いでも命取り」

（Tobacco : Deadly in any form or disguise）

４ 期 間

平成１８年５月３１日（水）から平成１８年６月６日（火）まで

５ 主 唱

厚生労働省、（社）日本医師会（予定）、（社）日本歯科医師会（予定）、

（社）日本薬剤師会（予定）、（社）日本看護協会（予定）、

たばこと健康問題ＮＧＯ協議会（予定）、「喫煙と健康」ＷＨＯ指定研究協力セ

ンター（予定）

６ 協力機関

(財)がん研究振興財団、(財)結核予防会、(財)健康・体力づくり事業財団、

(財)日本公衆衛生協会、(財)日本食生活協会、(財)日本心臓財団、

(財)日本対がん協会、(財)母子衛生研究会



７ 本週間に実施する事項

（１）厚生労働省における取組

厚生労働省及び附属機関は、たばこ対策関係省庁と連携し、次の事業を実施し、

喫煙の危険性及び禁煙の重要性等について、国民一人一人が身近な問題としてと

らえ、継続して取り組んでいけるようなたばこ対策の推進を図る。

ア たばこと健康に関する正しい知識の普及

・厚生労働省ホームページによる世界禁煙デー及び禁煙週間の情報提供

・本週間用ポスターの作成、配布及び掲示

・関係省庁およびそれら省庁を通じ関係機関等に対し、本週間用ポスターの掲

示を要請

・世界禁煙デー記念シンポジウムの開催

イ 公共の場・職場における受動喫煙防止対策

・庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底（庁舎内全面禁煙等）

・関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進

・関係省庁およびそれら省庁を通じ関係機関等に対し、施設内における受動喫

煙防止対策の実施について協力を要請

・関係団体等に対し、受動喫煙防止の普及啓発用ちらしを配布し、受動喫煙防

止対策の実施について協力を呼びかける

ウ その他

（２）地方自治体における取組

都道府県、政令市、特別区及び市町村は、次のような事業の実施を図り、地域

におけるたばこ対策の推進を図る。

なお、事業の実施に当たっては、地域の保健医療関係者等と積極的に連携を図

るものとする。

ア たばこと健康に関する正しい知識の普及

・テレビ、ラジオ、広報誌等による広報活動の実施

・本週間用ポスターの配布及び掲示

（ポスターの掲示については、未成年者の喫煙防止や受動喫煙防止に効果的な場所を

選ぶなど配慮すること。）

・シンポジウム、講演会、パネル展示会等の開催

・禁煙シール等の配布、公用車等への貼附による普及啓発

イ 未成年者の喫煙防止対策

・児童・生徒を対象としたたばこの健康への影響に関する知識についての講習

会等の実施

ウ 公共の場・職場における受動喫煙防止対策

・庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底（事務室内禁煙等）

・関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進

・管内公共施設等の分煙状況調査及び結果を基にした訪問指導の実施

エ 禁煙支援

・保健所、市町村保健センターにおける喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施

・医療保険者の保健事業実施担当者、事業所の安全衛生担当者等の協力を得て、

職場における喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施（健診会場での実施等）

・禁煙相談員、禁煙支援者等の養成及び周知

オ その他





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

たばこに関する施策一覧 
 

 

 
 

 

 

 

 



これまでの取組 【今後の検討課題】

・喫煙率（Ｈ１６年国民健康・栄養調査）

男性：４３．３％
→他の先進国と比べて高い喫煙率

女性：１２．０％
→喫煙率が上昇傾向（特に２０歳代～

３０歳代）

現在の状況

・全体的に減少傾向にある
（例）高３男子

Ｈ12 ： ３６．９％ → Ｈ16 ： ２１．７％

・たばこ自動販売機は、現在、約60万
台が設置され、未成年者のたばこの
主な入手経路となっている。
（Ｈ１６年厚生労働科学研究による調査結果）

・職場や公共施設において、対策に
取り組んでいる割合は増加。
（Ｈ１７年職場における喫煙対策実施状況
調査／Ｈ１６年地方自治体庁舎等における
禁煙・分煙の実施状況調査）

・飲食店や娯楽施設等における取組
が依然不十分との指摘。

・現在習慣的に喫煙している者のうち、
「たばこをやめたい」「本数を減らした
い」と回答した者の割合は全体で男
女とも約７割。

（Ｈ１５年国民健康・栄養調査）

○ターゲットを絞った施策
→20、30歳代（特に女性）、

妊産婦等に対する取組

○学校・家庭教育等による
情報伝達、啓発の推進

○入手経路に関する対策
→自動販売機の規制強化
（平成20年から成人識別機能付自
動販売機が導入される予定）

○公共施設等の禁煙・分煙
化の促進
→実施状況の把握、取組

状況の報告、公表等
→民間企業等との連携

○地域における禁煙支援環
境の整備
→禁煙支援マニュアルの

普及、活用
→禁煙成功者等による禁

煙普及員の養成

た
ば
こ
規
制
枠
組
条
約
に
沿
っ
た
対
策
の
強
化

（た
ば
こ
対
策
関
係
省
庁
連
絡
会
議
）

（２）たばこに関する施策一覧

知識の普及
・ホームページ、シンポジウム等

による普及啓発活動

未成年者喫煙防止
・未成年者喫煙防止対策ＷＧの

開催
・たばこ対策緊急特別促進事業

（補助金）による都道府県での
施策の推進

受動喫煙の防止
・健康増進法第２５条
・職場における喫煙対策のため

のガイドライン
・たばこ対策緊急特別促進事業

（補助金）による都道府県での
施策の推進

禁煙支援
・市町村等における禁煙指導等
・地方自治体等の担当者に対す

る講習会の実施

健康日本２１



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

喫煙率に関する数値目標について 
（諸外国、都道府県の実例） 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



出典：平成１４年までは国民栄養調査。平成１５年は国民健康・栄養調査
※国民栄養調査と国民健康・栄養調査では、喫煙の定義及び調査

方法が異なるため、その単純比較は困難である。
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出典：ＷＨＯ Tobacco ATLAS (2002)
（日本の数値は国民栄養調査）

我が国の喫煙率 諸外国の喫煙率 （％）

19.0 19.0 スウェーデン

18.0 21.1 オーストラリア

21.5 25.7 米国

23.0 27.0 カナダ

26.0 27.0 イギリス

17.3 32.4 イタリア

29.0 37.0 オランダ

30.3 38.6 フランス

31.0 39.0 ドイツ

10.2 43.3 日本

女性男性国名

（３）喫煙率に関する数値目標について



諸外国の喫煙対策での数値目標①

• アメリカ： 2000年に18歳以上で15%
– 国民の健康づくり運動”Healthy People 2000”で数値目標を設定
– 第2期に相当する”Healthy People 2010”も開始されている

– 喫煙率に限らず広く指標を設定している
– ただし喫煙率について進歩はしたが達成はされていない

• 25%（1990）→23%（2000）で、「目標に向けて進歩」と評価

• イギリス： 2010年に喫煙者150万人減
– 1998年の白書“Smoking Kills”を受けた
– 国民保健サービス（NHS）のがん計画の中で予防の一つとして設定
– 対象ごとの数値目標を設定して、白書の目標に沿わせたかたち

• 子供13%→9%、成人28%→24%、妊婦23%→15%（1996-2010）で、
「喫煙者150万人減」に相当

• 韓国： 2010年に男女別に設定
– 保健福祉部の喫煙対策プログラムで数値目標を設定

• 2010年に男性30%、女性5%
• ニュージーランド： 2004-9年のたばこ対策

– 目標ごとに何らかの数値目標を設定
• 2009年までに、成人、若年（15-9歳）とも最低20%へ



諸外国の喫煙対策での数値目標②

• EU： 喫煙を減少させるための特定の目標を推奨
– 欧州議会とカウンシルへのコミュニケーションとして
– 公衆衛生全般のポリシーの中で、喫煙について
– アイルランドの例（20%程度の削減）を提示

• アイルランド： たばこ行動計画（5ヵ年：2002年策定）
– 少年、妊婦、成人、労働層で非喫煙者の割合を設定

• 成人で非喫煙を73%（2000/01）→75%（2006/07）へ、など

• フランス： 2003-7年の省庁連携のがん計画の中で
– 70項目中9項目がたばこ対策

• 若年層で30%、成年で20%減少させる

• ドイツ： 2010年へのアジェンダ（保健全般）
– 分野別の対策を明記するも数値目標は見当たらず

• イタリア： 2003-5年の国の保健計画
– 分野別の対策を明記するも数値目標は見当たらず

• スペイン： 2003-7年の国のたばこ対策
– 分野別の対策を明記するも数値目標は見当たらず

• ブラジル： たばこと他のがんリスク要因対策
– 分野別の対策を明記するも数値目標は見当たらず



（平成１８年４月１日現在）　　　

都道府県名 指標の目安等 現状 目標 備考

62％
92％

平成17年県民健康調査による

〈喫煙している成人の割合〉
男性
女性

44.8％
12.1％

男女とも全国平均以下 平成１６年度健康づくり道民調査

基準値　73.9％　　　中間（現状）値76.5％
〈調査〉
基準値：平成11年県民生活習慣実態調査
中間値：平成16年県民生活習慣実態調査

80％以上76.50%

　　都道府県健康増進計画における喫煙率に関する目標項目について　　　　

北海道

青森県 設定していない設定していない －

宮城県

岩手県 成人の非喫煙率

禁煙希望者への支援による非喫煙率の増加
男性
女性

秋田県 設定していない － 設定していない

50.0％
86.5％

福島県
男性
女性

40.0％
11.8％

「喫煙率半減」をスローガ
ンに、喫煙率の減少が大幅
に進むよう努める

現状値：平成１７年度県民健康調査
基準値：男性　51.7％、女性　9.1％
（平成９年福島県成人歯科疾患実態調査）

山形県 設定していない － 設定していない

茨城県総合がん対策推進モニタリング調査（平
成１６年３月）
※喫煙本数を減らしたい、やめたいという人が
全員禁煙に成功したと仮定して、設定した目標
値。

栃木県 設定していない － 設定していない

茨城県

<喫煙者の割合>
男
女

<20歳代の喫煙率>
男
女

53.8％
10.6％

70.0％
12.0％

20.0％
 3.0％

35.0％
12.0％

群馬県 設定していない － 設定していない

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



都道府県名 指標の目安等 現状 目標 備考

埼玉県 設定していない － 設定していない

平成12年千葉県生活習慣状況調査
※禁煙（節煙）したい人のうち、禁煙プログラム
に導き成功した者を減少分と考える。

東京都
成人の喫煙率／男性
成人の喫煙率／女性

38.9％
12.9％

下げる 平成１６年度東京都民の健康・栄養調査

千葉県
〈喫煙している成人の割合〉

男性
女性

43.5％
12.3％

35.1％以下
 9.7％以下

新潟県
習慣的に喫煙している者の割合（成人）

男性
女性

43.4％
 8.2％

39％
 5％

平成１６年県民健康・栄養実態調査
※禁煙希望者に対する禁煙指導による成功者
の割合から算出。

神奈川県 設定していない － 設定していない

平成11年度健康づくり県民意識調査

石川県

成人　男性
成人　女性
20歳代　男性
20歳代　女性
30歳代　男性

40.7％
 8.5％
51.4％
16.4％
55.3％

31.4％以下
 7.7％以下
37.0％以下
13.1％以下
43.9％以下

平成17年度県民健康・栄養実態調査
（目標　平成22年度）

富山県
〈喫煙している人の割合〉

男性
女性

54.4％
10.0％

45％以下
 9％以下

平成16年度県民健康・栄養調査

山梨県 設定していない － 設定していない

福井県
成人の喫煙率（男性）
成人の喫煙率（女性）

45.8％
 7.7％

45％
 4％

平成16年度長野県県民栄養調査
※やめたい人の割合（男性：１７．７％、女性
４２．９％）が禁煙できたとした場合の目標値。

長野県
〈喫煙している人の割合〉

男性
女性

34.4％
 5.6％

32.0％
 3.0％

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



都道府県名 指標の目安等 現状 目標 備考

減少

兵庫県 設定していない － 設定していない

岐阜県 設定していない － 設定していない

愛知県

20歳代男性の喫煙率（％）
20歳代女性の喫煙率（％）
30歳代男性の喫煙率（％）
30歳代女性の喫煙率（％）

38.2％
15.7％
46.8％
11.9％

19.1％
 7.8％
23.4％
 5.9％

愛知県「生活習慣関連調査」（平成１６年）
※愛知県「生活習慣関連調査」（平成１６年）
で、喫煙者のうち半数以上が「すぐ禁煙したい」
「禁煙したい」と答えたため、喫煙率半減の目
標とした。

静岡県

喫煙習慣のある人の割合（20歳代男性）
喫煙習慣のある人の割合（20歳代女性）
喫煙習慣のある人の割合（30歳代男性）
喫煙習慣のある人の割合（30歳代女性）

57.3％
22.7％
54.8％
15.7％

50％以下
20％以下
50％以下
13％以下

平成１６年県民意識調査
※目標値については、平成１１年に設定した数
値である。

滋賀県
〈喫煙している人の割合〉

男性
女性

42.9％
 8.3％

半減 滋賀の健康・栄養マップ（平成１６年度）

三重県
男
女

39.6％
 8.1％

36.5％以下
 9.0％以下

平成10年度府民健康づくり・栄養調査より

大阪府
〈喫煙している成人の割合〉

男性
女性

50％
19％

30％
 5％

※平成１７年５月調査

京都府
〈喫煙している成人の割合〉

男性
女性

54.8％
 7.1％

現状以下

21

22

23

24

25

26

27

28

29 平成１６年度県民健康生活調査奈良県
〈喫煙している人の割合〉

男性
女性

39.8％
13.3％



都道府県名 指標の目安等 現状 目標 備考

設定していない

30 和歌山県
〈喫煙している成人の割合〉

男性
女性

51.4％
 5.4％

30％
 5％

平成１３年県民健康・栄養調査

31 鳥取県 設定していない －

32 島根県

〈喫煙している成人の割合〉
男性の喫煙率

男性の青年期（20～39歳）の喫煙率
女性の青年期（20～39歳）の喫煙率

36.9％

46.7％
 7.7％

設定していない

25.7％

25.0％以下
 4.0％以下

平成16年度　島根県健康栄養調査
※男性の喫煙率については、ベースラインの
平成7年度県民健康調査における男性喫煙率
51.3％を半減させた目標。

設定していない

33 岡山県

34 広島県 設定していない －

設定していない －

35 山口県
〈成人の喫煙率〉

男性
女性

34.1％
 4.4％

減少 平成１６年県民健康・栄養調査

36 徳島県

〈成人の喫煙率の割合〉
総数
男性
女性

25.8％
47.2％
 6.3％

減らす 平成１７年県民健康栄養調査

減少 平成９年県民健康栄養調査

20％以下
 2％以下

平成１６年県民健康調査

37 香川県

38 愛媛県
<成人の喫煙率>
男性（20歳以上）
女性（20歳以上）

37.7％
 4.2％

<20歳代の喫煙率>
男性
女性

60.0％
12.2％

39 高知県
男性
女性

49.6％
11.1％

「喫煙率半減」をスローガ
ンに、喫煙率が大幅に減少
するよう努める

健康に関する県民アンケート調査
（平成１３年７月）



都道府県名 指標の目安等 現状 目標 備考

数値目標を設定している・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８府県（３８．３％）

「減少」等の目標項目を掲げている・・・・・・・・・・１３都道府県（２７．７％）

喫煙率に関する目標項目を設定していない・・・・１６県（３４．０％）

45％
 7％
低下
低下

平成１４年度県民健康意識調査

40 福岡県
<成人の喫煙率>

男性
女性

50.8％
 8.3％

減少に努める 平成１６年度いきいき福岡健康づくり基礎調査

設定していない

41 佐賀県

42 長崎県 設定していない －

成人男性
成人女性

20～40歳代男性
20～30歳代女性

48.9％
11.0％
62.6％
19.8％

43 熊本県 設定していない －

減らす 平成１６年度県民健康・栄養調査

44 大分県
<成人の喫煙率>

男性
女性

40.3％
 4.4％

設定していない

減少 平成１６年度県民生活習慣実態調査

設定していない

45 宮崎県

46 鹿児島県 設定していない －

男性
女性

40％
 6％

30％
10％

現状値：平成１５年県民健康・栄養調査
※目標値については、平成１２年に設定した数
値である。

47 沖縄県
〈喫煙している成人の割合〉

男性
女性

37.6％
 7.5％


